
高額医療・高額介護合算療養費の自己負担限度額について

○ 高額医療・高額介護合算療養費の合算対象期間は、毎年８月１日から翌年
７月３１日の１年間となります。

○ 初年度の平成２０年度については、合算対象期間の途中の平成２０年４月
１日から制度が始まっているため、当該期間は同日から平成２１年７月３１
日まで（通常１２か月→１６か月間）となることから、経過措置として自己
負担限度額は通常の ”４／３倍 ”の額となります。

、「 （ ） 」○ なお 経過措置 １６か月間 の自己負担限度額により算出した支給額
よりも 「通常（１２か月間）の自己負担限度額により算出した支給額」が
多い場合は、通常の自己負担限度額により算出した額が支給されます。

○ 経過措置（１６か月間）の自己負担限度額は、下記一覧の( )内の額とな
ります。

＜基準額（自己負担限度額）一覧＞

世帯内の合 長寿(後期高齢者)医 被用者保険又は国保 被用者保険又は国保
算範囲 療制度 ＋介護保険 ＋介護保険

＋介護保険 の自己負担合計額 の自己負担合計額
の自己負担合計額 (70～74歳の方がお (70歳未満の方がお

負担区分 られる世帯 ※１） られる世帯 ※２）

現役並み所得者 ６７万円 ６７万円 １２６万円
（上位所得者） （８９万円） （８９万円） （１６８万円）

一 般 ５６万円 ６２万円 ※３ ６７万円
（７５万円） （８９万円）

Ⅱ ３１万円 ３１万円 ３４万円
（４１万円） （４１万円） （４５万円）

低所得者
Ⅰ １９万円 １９万円 ３４万円

（２５万円） （２５万円） （４５万円）

※１ ２ 対象となる世帯に７０～７４歳の者と７０歳未満の者が混在する場合には、①まず・
は７０～７４歳の者に係る自己負担の合計額に、※１の区分の自己負担限度額が適用
された後、②なお残る負担額と、７０歳未満の者に係る自己負担の合計額とを合算し
た額に、※２の区分の自己負担限度額が適用されます。

※３ 平成２３年７月末までは「５６万円（７５万円 」が適用されます。）


